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  平成２５年度 指導者養成伝達講習（第１回） 

                募集要項 
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フュージョンコムかながわ・県肢体不自由児協会 

理事長  山 田 章 弘 

登録研修機関： 登録番号：１４２００１１ 

登録年月日：平成２５年４月１日付 

 

１．指導者養成伝達講習の趣旨 

  平成２４年４月１日から、喀痰吸引制度が施行されました。一番のメリットは、何でしょうか。 

福祉（介護職員等）と医療（看護師等）との係わりが深くなったことでしょう。そのことは、医療

ケアを必要とする利用者さんの命を守り適切な対応がなされるようになったことであり、嬉しいこ

とです。看護師さんと介護職員さんとの連絡会、勉強会も始まっているとの報告もうけています。 

 介護職員等の皆さんのたんの吸引等の研修には、指導看護師等の医療職の方の指導を受けること

が求められています。また、この研修に係る国の「喀痰吸引等指導者養成講習」は、今年度は、開

催されないようですが、「改正省令や施行通知」（※）では、「指導者向け研修を修了した者が、研

修課程に応じて講師を行うことが望ましいこと。」となっています。 

 当法人では、「重度障害児者医療的ケア実務者研修事業」を永年すすめてきましたが、「指導者養

成伝達講習」の開催は必要と考え、不特定（第１号・２号）及び特定（第３号）の別なく、下記の

要領で開催いたします。 

 平成２５年６月２３日（日）（講義）・６月２９日（土）３０日（日）（演習）には、介護職員等

のための「特定第３号研修」を開催いたします。受講希望のある施設・事業所等では、看護師等の

指導講師を必要となりますので、まだこの「指導者養成伝達講習」を受講していない看護師等の皆

さんがおられましたら、参加して下さい。 

 

※ １．社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令（平成２３年厚生労働省令第

126号）附則第１１条第１項 （医師、保健師、助産師及び看護師） 

２．「社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律の施行について」（喀痰吸引等関係） 

社援発 1111第１号平成 23年 11月 11日 第２次改正社援発 0312第 24号平成 25年 3月 12日 

第５-１-（３）（指導者向け研修を修了した者が、研修課程に応じて講師を行うことが望ましい） 

 

２．開催日及び会場 

 （１）開催日：２０１３（平成２５）年５月２６日（日）１０：００～１７：１０ 

        受付９：１５より 

（２）会 場：昭和大学保健医療学部（横浜キャンパス） 

       〒．226-8555 横浜市緑区十日市場町 1865  Tel.045-985-6500 



       交通アクセス：ＪＲ十日市場駅よりバス青葉台中央行き中山谷下車 徒歩５分 

 

３．募集人数 

 募集人数：８０名 

 

４．受講料 

 受講料：４．０００円（教科書、資料、ＤＶＤ、ＣＤ、損害保険代を含みます。） 

  

５．申し込み及び締め切り 

 申し込み：別添「受講申込書」により、Ｆａｘまたは郵送にてお願いします。 

 締切り：平成２５年５月２４日（金） 

（受講受付の通知と振込用紙を送付します。） 

（「受講申込書」の記入に当たっては、住民票に基づいて記入のこと。） 

※ 受講受付が出来ない場合は、電話等にて連絡をいたします。 

※ 受講料の振込が間に合わない場合は、当日、受付にての支払いをお願い致します。 

 

                                   以 上 
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                                        事務局 

〒．221-0844 横浜市神奈川区沢渡４－２ 

                                 神奈川県社会福祉会館内 
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